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１．はじめに 

 MPEP 2012. 01によれば、法廷審理を経て特許無効が明らかにされると、特許権者（原告）

は、先の手続／訴訟において当該特許の有効性を争う十分且つ公正な機会がなかったことを証明

しない限り、当該特許が関与する更なる訴訟に対して、”Collateral Estoppel” の法理が適用され

ます（Blonder-Tongue Labs., Inc.v. Univ. of Ill. Found., 402 U.S. 313, 169 USPQ 513(1971)、Ex parte 

Varga, 189 USPQ 209 (Bd. App. 1973)、Kaiser Industries Corp. v. Jones & Laughlin Steel Corp., 

515 F.2d 964, 987, 185 USPQ 343, 362 (3rd Cir. 1975)）。 

 

 Blonder-Tongue Labs 事件において、「十分且つ公正な法定審理後の特許の無効認定は、当該

特許を権利行使するための更なる訴訟に対して”Collateral Estoppel”の法理が適用される」と

いうことが明らかにされました。たとえば、特許取得に際し、情報開示義務違反やフロード等の

理由で無効または権利行使不能であるとの判決が下された当該特許に対して再発行特許出願を

した場合、”Collateral Estoppel” の法理が適用されるので、当該特許は再発行されません（In re 

Kahn, 202 USPQ 772, 773 (Comm'r Pat. 1979)）。 

 

 ”Collateral Estoppel”の法理が適用された最新の CAFC 判例に基づいて、米国における

collateral Estoppelの法理の適用に関し留意すべき事項を以下に説明します。 
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